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モーリタニア月例報告 

（２０２１年８月） 

２０２１年９月 

在モーリタニア日本国大使館 

 

主な出来事 

 

【外政】 

８月 １１日    マリ政府によるモーリタニア人テロリストの米国への引き

渡し 

 

【内政】 

８月 ２４日    最高裁によるアブデル・アジズ前大統領逮捕の正当化 

 

【経済】 

８月 １７日    害獣・害虫被害とＦＡＯの支援 

８月 ２２日    基本食料品を低価格で提供するイニシアティブの開始 

８月 ２６日    クウェートとの債務再編合意 

８月 ２９日    食料品の価格高騰に関する報道 

 

【社会・文化】 

８月 ２０日    モーリタニア空手連盟に令和３年度外務大臣表彰を決定 

８月２２及び２５日 バカロレア試験結果と部族語教育の必要性に関する報道 

 

【Ｇ５サヘル】 

８月  ３日    Ｇ５サヘル新執行事務局長の就任 

 

【新型コロナウイルス】 

８月  １日    ＣＯＶＡＸを通じた米国によるワクチン供与 

８月  ６日    新型コロナウイルス対策強化のための技術協力プロジェク

トにつき、ＪＩＣＡとモーリタニア保健省との間で基本方

針に合意 

８月 １８日    陸路入国にワクチン接種証明が義務化 

８月２１及び２３日 Ｊ＆Ｊ社及びＡＺ社ワクチン到着・接種キャンペーン継続 
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【外政】 

●マリ政府によるモーリタニア人テロリストの米国への引き渡し（１１日付当

地独立系ニュースサイト「クリデム」） 

１ マリ政府は米国政府当局と、モーリタニア国籍のファワズ・イブラヒム１

０世（Fawaz Ould Ahmed Ould Aheimed Alias Ibrahim Dix）、マリ国籍のミ

ミ・ヤンヤ（Mimi Ould Baba Dit Oumar Yanya）の身柄の同国への引き渡しに

合意した。ニューヨーク東部地区裁判所は２０２０年１０月２０日にマリ当局

に対して、両容疑者の身柄の引き渡しを要請しており、両容疑者は米国人が犠

牲となったマリ､ブルキナファソ、コートジボワールのテロ事件に関与したと

されている。 

２ イブラヒム１０世は、２０１５年８月７日、１１月２０日にマリの首都バ

マコでイスラム・マグレブ諸国のアルカイダ（AQUIM)とアル・ムラービトゥー

ンの支援の下で実施されたテロ事件（８月の事件では国連職員５名を含む１３

人が死亡し、１１月の事件では米国人１名を含む２２名が死亡）に関与したと

されている。バマコ裁判所は２０２０年１０月２７日、同氏に対して死刑判決

を下したが、右判決前に複数の情報筋は、イブラヒム氏が欧米人を含む人質と

の交換の形で釈放された２０４名のテロ容疑者のリスト中に元々は含まれてい

たと述べていた。イブラヒム氏はムフタール・ベル・ムフタールのかつての副

官であり、２００８年末にニジェールの首都ニアメで発生したカナダ人２名の

誘拐事件への関与が疑われている。 

３ ヤンヤ氏に関しては、２０１６年１月１５日、３月１３日にブルキナファ

ソの首都ワガドゥグでイスラム・マグレブ諸国のアルカイダ（AQUIM）とア

ル・ムラービトゥーンの支援の下で実施されたテロ事件（米国人１名が死

亡）、及びコートジボワールのグラン・バッサムで発生したテロ事件に関与し

たとされており、これら一連のテロ事件での死者の総数は４９名に達してい

る。米国裁判所はヤンヤ氏がテロリストのリクルートや武器の供給を行うロジ

スティック支援要員であったと説明している。また警察の情報筋によれば、ヤ

ンヤ氏はブルキナファソとコートジボワールで発生した右テロ事件の実行に際

して１１５万CFAフランを受け取っていたとされている。 

 

【内政】 

●最高裁によるアブデル・アジズ前大統領逮捕の正当化（２４日付当地独立系

ニュースサイト「サハラメディア」） 

１．モーリタニア最高裁は、２４日（火）に司法当局によるアブデル・アジズ

前大統領の身柄の逮捕を正当だと判断した。アジズ前大統領は司法当局によっ

て課されていた司法監督措置に違反したとされ、６月に逮捕されていた。 
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２．最高裁はアジズ前大統領の顧問弁護団による、アジズ大統領に対する司法

監督措置の取り消し、身柄の釈放、国内都市の移動の認可、及び当局により差

し押さえられた財産の一部の返還の訴えを退けた。 

３．最高検察庁はアジズ前大統領の弁護団による要求を審査するべく、最高裁

刑事部門での特別会議の開催を要求していた。 

４．アジズ前大統領とその取り巻き達は２００８年から２０１９年の間、汚

職、資金洗浄、不正蓄財を働いていたとして訴追されている。 

 

【経済】 

●害獣・害虫被害とＦＡＯの支援（１７日付当地独立系ニュースサイト「サハ

ラメディア」及びＦＡＯ発出プレスリリース） 

１ 当地独立系ニュースウェブサイト「サハラメディア」 

（１）ＦＡＯは１７日、害獣・害虫被害を受けて、作物等の損失が２千９００

万ドルに上ることを明らかにした。ＦＡＯのプレスリリース（下記２参照）に

よれば、１００万人以上のモーリタニア人が害獣・害虫により直接的又は間接

的な影響を受けており、中でもコメの生産が最も大きな影響を受けている模

様。 

（２）ＦＡＯは、モーリタニアとセネガルに対し、害虫対策として３０万米ド

ルの支援を発表し、同プロジェクトでは、両国合わせて５，０００世帯に対し

て、害虫駆除を支援することを目標としている。同時に、害虫駆除の分野で両

国合わせて公務員５０人を訓練し、必要な農耕機材を特定し、害虫駆除対策の

普及と意識向上に努めることを目的とする。 

（３）モーリタニア政府は３月、ＦＡＯとの間で種籾等と害虫駆除に総額２８

万５，０００米ドルの支援を締結した。 

２ ＦＡＯ発出プレスリリース 

（１）ＦＡＯとベルギーは、モーリタニアとセネガルに対して、大規模な害虫

リスクに対処すべく支援している。「モーリタニア・セネガルの農耕地におけ

る害獣・害虫発生の予測・予防・制御のための行動」プロジェクトは、ベルギ

ーから３０万米ドルの資金提供を受けており、害獣・害虫に対する予防策の実

施と政府職員の能力強化を通じて、５，０００世帯（国ごとに２，５００世

帯）を支援し、害獣・害虫の発生に対処できる基盤を整え、人々の食料安全保

障や栄養への影響を軽減することを目的としている。 

（２）サハラ諸国では気候変動や水耕農業等の変化の影響により、生態系が大

きく変化しており、その結果、ネズミの増殖や、ネズミが保有する数多くの病

原体のリスクが生じている。これらの要因は、特に合成農薬の使用が増えてい

ることと関連して、環境汚染のリスクにつながってもいる。害獣・害虫と同様
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に、これらのげっ歯類対策は、国民の食料安全保障と自給率の確保だけでな

く、公衆衛生分野にとっても大きな課題となっている。セネガルとモーリタニ

アでは、緊急の状況調査により、ネズミの大量発生が確認され、モーリタニア

では１１０万人が直接・間接的に被害を受けた。また、両国とも特に稲作で被

害（播種面積の２２．２％に当たる２４，８２４ヘクタールが被害を受け、モ

ーリタニアでは最大２千９２０万米ドル、セネガルでは５７０万米ドルの被害

が発生）が大きいことが判明した。ＦＡＯがセネガル川流域の両国側で実施し

た迅速なアセスメントでは、３月にげっ歯類が特に多く発生し、その後、低地

の灌漑地域でのげっ歯類の繁殖活動が例年より４カ月早く再開されたことが分

かった。 

（３）同プロジェクトでは、ネズミに対する予防・準備・緩和策を提供すると

ともに、両国に対する生産に必要な要素の供与や普及担当局の能力向上を目的

としている。そのため、５０人の植生保護担当者を対象とした、げっ歯類学的

データや社会経済学的データの収集と処理技術に関する研修が実施される。こ

れにより、モーリタニアとセネガルの人々の食料安全保障の確保のため、脆弱

層の生活のレジリエンスを強化し、災害リスクを軽減することができる。 

 

●基本食料品を低価格で提供するイニシアティブの開始（２１日付当地政府系

ニュースサイト「モーリタニア通信（ＡＭＩ）」及びと２２日付当地独立系紙

「ルカラム」） 

１．２２日、モーリタニア全国雇用者連合が、ヌアクショットの９つの地区に

おいて３００店舗を開設し、市民に基本的な食料品を低価格で提供する活動を

開始した。同取組は６か月間実施され、３か月ごとに評価を行い、さらなる改

善を目指すものであり、これらの店舗ではで扱われる６品目の基礎食料品の１

キロあたりの価格は以下のとおり。 

・砂糖：２３ＭＲＵ 

・コメ：２５．５ＭＲＵ 

・小麦：１５ＭＲＵ 

・油：５８ＭＲＵ 

・パスタ：３０ＭＲＵ 

・粉ミルク：７５ＭＲＵ 

２．モーリタニア全国雇用者連合のアフメド会長は、同取組は、市民が基本的

な食料品を安価に入手できるようにすると同時に、ガズワニ大統領が市民の生

活環境の改善に関心を寄せていることの現れであると述べた。また、同会長に

よれば、ヌアクショットの３つの州の当局と協議した結果、市民に対する直接

的で効果的かつ持続的な支援のためには、日用品の価格を下げることが最善の
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方法であるとの結論に達した由。 

３．なお、商業連盟のブー会長は、計画通りに進むようであれば、同取組が全

国レベルに拡大され、６か月延長される可能性があるとした。同様に、全国農

業産業連盟会長やリヤド市長は同取組を評価したが、「ルカラム」は、この種

の取組の原理は評価できるが、実施にいたった経緯には注意が必要であり、悪

質な業者はこうした商品を大量に入手し、通常の価格で消費者に転売する可能

性があるとして批判している。 

 

●クウェートとの債務再編合意（２６日付当地政府系インターネットメディア

「ＡＭＩ」等） 

１．クウェートとの延滞債務再編合意の内容 

（１）モーリタニアは、対クウェート債務元本８２,７０７,６００米ドルを、

償還期間２０年間（２年間の据置期間を含む）、金利０.５％で返済すること

に合意した。 

（２）今回の合意により、延滞利子の９５％が削減され、残り５％は対モーリ

タニア投資案件に用いられる。今回の合意では、ＨＩＰＣｓ等の国際的債務救

済スキームよりも高い削減率を達成した。 

（３）救済対象債務は、７０年代に締結された３つの契約から構成：①モーリ

タニア炭鉱公社（ＭＩＦＥＲＮＡ）国有化に伴う株主への賠償額として約４６

百万ドルの融資、②モーリタニア鉄鋼公社（ＳＮＩＭ）のアラブ金属工業公社

（ＳＡＭＩＡ）への資本参加に伴う約４.５百万ドルの融資、③モーリタニア

中央銀行に対する約３６百万ドルの融資。これら債務は約３０年間にわたり返

済が行われていなかったが、過去のいかなる債務再編イニシアティブの対象に

も含まれていなかった。 

２．イスマイール外相コメント 

（１）対クウェート延滞債務問題は、長らく技術的な行き詰まりに陥ってお

り、政治的意思による解決が求められていたことから、今次合意はモーリタニ

アの外交・経済・財政的な勝利と言える。サバーハ・アル＝アフマド・アッ＝

サバーハ元首長の慰問のためにガズワニ大統領がクウェート訪問（昨年１０

月）をしたことも、今次合意を加速した要因の一つ。 

（２）今回の債務再編合意によりクウェートからの支援・協力が止まることは

ない。クウェート側との最終協議でも、今後の投資案件に用いられる５％の延

滞債務が全てではなく、モーリタニアにおける潜在的な投資機会を探っている

との発言があった。 

（３）今回の合意の中に公にできない秘密条項は盛り込まれていない。 
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●食料品の価格高騰に関する報道（２９日付当地独立系ニュースサイト「クリ

デム」） 

１．８月末の卸・小売業者等への取材では、特に食料品価格の高騰により、生

活資金の余力のない市民の家計を圧迫していることが明らかとなった。ラマダ

ン月（４月１２日～５月１２日）の間、投機的な商人は、強い需要を背景に食

料品の値上げを止めなかった。店側への取材によれば、輸入米２５㎏は当時６

２０ウギア（ＭＲＵ）から今や８００ウギアに、地元産米５０㎏は１,２６０

ウギアから１,７００ウギア、砂糖１㎏２０ウギアは２６ウギア（５㎏１３０

ウギア）に、それぞれ値上がりした。 

２．市場の人々も、「油やコメ、乳製品等、全ての食料品の値段が上がってい

る」と口をそろえるが、特に需要の高い基礎的な食料品の値上げは市民の生活

を圧迫している。数日前にはジャガイモは１㎏３０ウギア、玉ねぎは同２５ウ

ギアを購入できたが、八百屋によれば、利ザヤを確保する必要があり、今やそ

れぞれ４５ウギア、３０ウギアで販売している。「店が倒産しないようする必

要がある一方、消費者のことも考える必要がある。」 

３．価格高騰の背景には、都市部におけるコロナ禍蔓延の他、特にロッソ周辺

では、越境物流が停滞していることも問題を複雑化している。 

４．こうした事態を受け、８月２１日、政府はモーリタニア全国雇用者連合と

連携し、補助金を通じて低価格に設定された食料品（米、油、粉乳、小麦粉）

を、ヌアクショットの３００店舗で販売する取組みを開始した。かかる取組は

評価出来るものの、「注意深くフォローしなければ、数カ月後に高値で販売し

ようとする悪質な業者が出てくるかもしれず」、「今や１,５００ウギアあっ

ても毎日の買い物を満足に出来ない状況にある。」 

 

【社会・文化】 

●バカロレア試験結果と部族語教育の必要性（２０日及び２５日付当地民間メ

ディアサイト「Alakhbar」ほか） 

１．２０２０－２１年度バカロレア合格率は８％ 

（１）８月２０日公表された今年度バカロレアにつき、受験登録者数約４６,

６００名に対する合格者は３,７４２名で、合格率は８％だった。このほか、

追試対象者３,０５１名、当日欠席者２,２３７名、非受験者７６７名を除き、

不合格者は３６,７９０名（受験登録者数の７９％に相当）。 

（２）試験結果の発表を受け、エイイ国家教育・教育システム改革大臣は、

「こうした結果は予想されていた」とのコメントを発表。エイイ大臣によれ

ば、教育システム以外にも、コロナ禍拡大に伴い過去２年間の教育体制が十分

でなかったこと、また、受験実施体制が感染予防策により制約を受けたこと、
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等が原因とされる。 

（３）一方、当地有識者は、惨憺たる試験結果を受け、教育システムと教員の

質の悪化を非難している。 

２．国語（部族語）教育の必要性 

（１）国家教育システムが年々悪化しており、システム改変が急務であること

について、文化団体から野党まで皆が同意している。バカロレアの結果は、異

なる言語コミュニティが共生する国において、否応のない国語教育の必要性を

惹起している。 

（２）独立後６０年にわたり６回の改革を経て、コロナ禍だけがバカロレアの

低い合格率の原因ではないはず。危篤状態にある教育システムは、公立校での

高い退学率、若年失業者の増加、高等教育での劣等生等を生み出しており、軍

事学校及び私立校の優位化を進めている。 

（３）歴史的には、１９７９年に国語（アラビア語及び部族語）教育が行われ

たが、１９８９年、アラビア語化を加速させ黒人系モーリタニア人を虐殺した

タヤ政権の下において中断された。１９９１年の憲法改正において、アラビア

語を唯一の公用語（langue officielle）とし、プラール語等が国語（langues 

nationales）と規定された。 

（４）今年のバカロレアの大量の落第生は、黒人系・アフリカ系文化を否定

し、国家統合と社会的団結を損なう政策の結果と言える。かかる排他と疎外

（marginalisation）の政策を前に、野党と文化団体は国語教育の必要性につ

いて警鐘を鳴らしている。 

 

【Ｇ５サヘル】 

●Ｇ５サヘル新執行事務局長の就任（３日付当地政府系ニュースサイト「ＡＭ

ＭＩ」及び当地独立系ニュースサイト「クリデム」） 

１．３日、（本年の）Ｇ５サヘル議長であるデビー・チャド暫定軍事評議会議

長の任命により、シディク氏（Mr. Maman Sidikou）の後任として、ティアレ

氏がＧ５サヘル新執行事務局長に就任した。同新事務局長の就任式は、ドブラ

ニュ（Mr.Issa Doubragne）Ｇ５サヘル閣僚理事会代表(チャド経済・開発計

画・協力大臣)によってヌアクショットで執り行われた。 

２．同席したカーン・モーリタニア経済・生産部門促進大臣は、（Ｇ５サヘル

諸国）メンバー全体と協働する準備はできており、長期的な安全保障、恒常的

な安定及び調和のとれた地域開発を実現する旨強調した。 

３．ドブラニュＧ５サヘル閣僚理事会代表は、新執行事務局長は、熱意、厳格

さ、迅速さを持って、開発、安全保障、不平等の削減、国家の回復及び不安定

地域における避難民の帰還に資する重要な取組を継続しなければならないと
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し、Ｇ５サヘル諸国メンバーは、今年度中に、（２０１４年の）Ｇ５サヘル設

立協定の見直し、Ｇ５サヘル執行事務局の組織改編（冒頭往電第４２５号参

照）、開発及び安全保障に係る戦略及び優先投資プログラム（ＰＩＰ２０１９

－２０２１）の実施に加え、２０２２－２０２４年の同プログラムの策定に向

け全力で取り組むよう、呼びかけた。 

４．新事務局長は、２０１４年以降築かれてきた地域協力を引き継ぐにあた

り、根深い危険を前にした越えるべき課題の大きさを測り、特にコロナ禍の文

脈で国境地域を中心に開発ための緊急的行動を取る旨述べた。 

 

【新型コロナウイルス】 

●ＣＯＶＡＸを通じた米国によるワクチン供与（１日付当地独立系ニュースサ

イト「クリデム」） 

 １日、ＣＯＶＡＸを通じた米国からの支援により、３０万２４００回分の

Johnson and Johnson社製ワクチンが到着。本件支援は、ＡＵ及びＧＡＶＩと

の連携で実現したもの。 

 

●新型コロナウイルス対策強化のための技術協力プロジェクトに係る基本方針  

６日、ＪＩＣＡとモーリタニア保健省は、新型コロナウイルス対策強化のた

めの技術協力の実施に向けて基本方針に合意した。今回の支援では、モーリタ

ニアの国立公衆衛生研究所や地方中核病院等を対象に、酸素発生装置・保冷庫

等の新型コロナウイルス感染症の診断・治療に用いる機器、マスク・手袋等の

防護具の供与と技術支援を行うことにより、新型コロナ検査能力及び医療体制

の向上を図る予定。 

 

●陸路入国にワクチン接種証明が義務化（１８日付当地独立系ニュースサイト

「クリデム」） 

１．デルタ株の蔓延を受けて、モーリタニア当局は陸路越境する公共交通機関

の運転手に対し、Pass sanitaire（ワクチン接種証明書）の提示を義務化し

た。 

２．同紙取材に対し、道路交通局（ＡＲＴＲ）は回答しなかったが、マリの輸

送会社の子会社社長によれば、「一昨日（１６日）から、全ての運転手に対し

てワクチン接種が義務化された」。また、モーリタニア～モロッコ間の物流を

担う輸送会社は、「Pass sanitaireが新たに義務化されたが、弊社の運転手は

みなワクチン接種済み」。 

 

●Ｊ＆Ｊ社及びＡＺ社ワクチン到着・接種キャンペーン継続（２１日付政府系
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ニュースサイト「モーリタニア通信（ＡＭＩ）」及びＷＨＯモーリタニア事務

所のプレスリリース） 

１．Ｊ＆Ｊ社製ワクチン１０万８千回分到着 

（１）モーリタニア政府は２１日、Ｊ＆Ｊ社製のワクチン１０万８千回をオム

タウンシー国際空港にて受領した。今回到着したワクチンは、第三波で苦しむ

モーリタニアに対して供与される３５万回分のワクチンの第１ロットであり、

モーリタニア政府と世銀の共同出資（購入ロジはユニセフが担当）により、ア

フリカ連合（ＡＵ）のＡＶＡＴの枠組みを通じて入手された。 

（２）ザハーフ保健大臣は、国際的にワクチン不足であることを承知した上

で、ワクチンの取得を定期的に追求していくと述べ、恒久的かつ定期的なワク

チン接種を追求するという政府の決定に基づいて、今後もワクチンを入手する

ことを明らかにし、大量のワクチンを取得した後に新たな予防接種キャンペー

ンを実施すると強調した。 

（３）また、ザハーフ保健大臣はこの機会に、ここ数日国内で行われている予

防接種キャンペーンの成功を称えると同時に、この成功は市民がコロナ対策と

しての予防接種の有用性を認識していることを証明したとした。さらに、ワク

チン接種の目標である２６０万人に達するまでキャンペーンを続行するとし、

目標が達成されれば、死亡例や複合例が減り、結果的にウイルスの感染拡大を

抑えることができると述べた。 

（４）ボアマ国連常駐調整官は、ＡＵと世銀のイニシアティブを歓迎すると同

時に、モーリタニアが人口の大半にワクチンを接種していることを評価した。 

２．ＡＺ社製ワクチン１６万５千回分到着 

（１）２３日、モーリタニア政府は、ＣＯＶＡＸファシリティーを通じて出荷

された、フランスからの支援によるＡＺ社製のワクチン１６万５千回分を受領

した。ＣＯＶＡＸを通じてモーリタニアに割り当てられたＡＺ社とＪ＆Ｊ社の

ワクチンは、合計で５０万６，５５０回分にのぼる。 

（２）ザハーフ保健大臣は、当地仏大使館のコンブリウー臨時代理大使、マー

ク・リュセ（Marc Lucet）当地ＵＮＩＣＥＦ事務所長と、カボレ（Dr. KABORE 

Patrick）当地ＷＨＯ事務所長と共に、ＡＺ社製のワクチンを受領した。 

（３）ザハーフ保健大臣は、今回受領したワクチンにより、国の目標に沿う形

で、数ある予防接種の中でも（新型コロナウイルス感染症のワクチンが）最も

高いカバー率となるように、進行中のワクチン接種キャンペーンを継続するこ

とが可能になったとした。 

（４）なお、２３時点で２７万７，６２５人がワクチンを接種し、接種率（目

標達成率）は１０．３２％であり、これは人口の６３％（約２６０万人）にワ

クチンを接種するというモーリタニアのワクチン接種計画に沿ったものとなっ
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ている。 

（５）モーリタニアへの追加投与は、ザハーフ保健大臣、モエティＷＨＯアフ

リカ地域事務局長及びカボレ当地ＷＨＯ事務所長の共同嘆願により、アフリカ

の他の３国とともにモーリタニアを優先国リストに追加するとの決定を受けて

実施された。 

（６）カボレ当地ＷＨＯ事務所長は、ワクチン接種は新型コロナウイルス感染

症の感染拡大を打破するための主要な手段の一つであり、ＷＨＯは他のパート

ナーと協力して、同国の対応を引き続き支援していくと述べた。 

３．ワクチン接種キャンペーンの継続 

２３日、ビラール首相が議長を務める省庁間コロナ・フォローアップ委員会の

会合が開催され、１回目の接種を受けた人のみを対象に、ＡＺ社製のワクチン

の２回目の接種をただちに開始すると同時に、３０日（以降）にＡＺ社製ワク

チンを１回目として接種する人々に対する２回目接種のための全国キャンペー

ンを実施すること等を決定した。また、Ｊ＆Ｊとシノファームによるワクチン

接種をすべての保健機関で継続することが決定された。 

 

 


